
平成 16 年 6 月 30 日 

 

内閣府 規制改革・民間開放推進室 

 

 

シンポジウム：「公共サービス民間開放の手段としての『市場化テスト』の導入」 

 

 

 （日 時）  ６月３０日（水）１３：００�１５：００ 

   

 

 （場 所） 東海大学校友会館 霞ヶ関ビル 33 階 東海の間・朝日の間 

（千代田区霞ヶ関３－２－５） 

 

   

 （アジェンダ） 

（１）金子一義 規制改革担当大臣挨拶 

                    

       （２）市場化テストについてのプレゼンテーション（２５分） 

          （八代尚宏 日本経済研究センター理事長、規制改革・民間開放推進会議委員） 

               

（３）パネルディスカッション（７０分） 

           

     （４）質疑応答（１５分） 

 

 

【パネリスト】  

○ 穂坂 邦夫 （埼玉県志木市長） 

○ 美原 融  （三井物産戦略研究所プロジェクト・エンジニアリング室長） 

○ 宮内 義彦 （オリックス株式会社代表執行役会長、規制改革・民間開放推進会議議長）  

○ 八代 尚宏 （日本経済研究センター理事長、規制改革・民間開放推進会議委員） 
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公共サービス民間開放に必要な
「市場化テスト（官民競争入札）」

内閣府・規制改革・
民間開放推進会議シンポジウム

２００４年６月３０日
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官業の民間開放はなぜ必要か

①行財政改革

　官固有の業務を特定し、その他を民間に委ねる
ことで、国民負担増なき行政サービスの拡充。

　業務が急増している公的分野でより大きな利点。

②国民の利便性の向上

　 画一的な官業から、利用者の多様なニーズに
応えた質の高い行政サービスが提供可能。

③民間の事業拡大

　規制改革で民間事業機会の創出と雇用の増大。
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「市場化テスト（官民競争入札）」とは

�官業を民間に開放するための横断的な手法

�官が独占的に提供している行政サービスを
民間事業者との競争市場に晒すこと。

　　①対等な競争条件が確保される前提、

　　②官と民との間で競争入札を実施、

　　③質とコストの両面で優れた事業者を選定。

�多くの先進国（米・英・豪等）で実施済み。

�国や地方自治体の行政改革に大きな成果。
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過去にも類似の行政改革の手法

�郵政三事業等、公社・公団の「民営化」。

�国や自治体事業の部分的な「業務委託」。

�国や自治体による公共調達の市場開放。

�ＰＦＩ制度を活用した公的施設の民間運営。

�「公設民営」による福祉施設等の運営。

�駐車違反取締りの民間委託（道交法改正）

　→今後の行財政改革を包括的・網羅的に
行なう手段として市場化テストの有効性。
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官民間の競争と協調

�国の公共サービスの提供と、それを公務員に
よって実施することとの違いを明確化。

�制度運営の最終的な責任は官が保持し、公
共サービスの提供は民間という役割分担。　

�公的福祉を行政処分から契約関係へ転換例

�公共サービスの民間移管により、その質が担
保されること（事業評価基準の設定・実施）。

�市場競争の規律が、常時、維持されるような
モニタリングやガヴァナンスの仕組み。
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市場化テストの事例～米国

�郡や市町村の30％が官民競争を採用、その
内、２/３の業務が民間への移管・委託。

�2001年ブッシュ政権で「政府にしかできない
業務に限定」が連邦政府施策として確立。

�各省庁が、政府固有の業務と民間でも可能
な商業的業務とに自己判定。事業の公表、
入札、契約。評価のプロセスを法律で明記。

�国・地方の事例：航空管制、上下水道、廃棄
物処理、飛行場運営、緊急患者輸送、公園
管理、更生施設、刑務所、犯罪捜査支援。
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市場化テストの事例～英国

�地方政府対象に強制競争入札制度の実施

�特定のサービスを自治体が提供する場合、
自治体部局も企業と同様入札者として参加。

�1999年に「ベストバリュー制度（サービスのコ
ストと品質の両方に配慮した基準）」に転換
したが、官民競争の考え方自体は維持。

�1992-94年に市場化テスト対象の官庁業務
の半分強が削減され、民間に移管。

�国・地方の事例：刑務所、清掃・廃棄物収集・
処理等。



8

市場化テストの事例～豪州

�連邦政府による「国家競争政策改革法」

�民間企業を対象とした競争法を地方政府
や公的企業の全ての事業にも適用。

�もっとも、具体的な実施は州政府に委任。

�「官」であることの競争上の優位性を明確
に否定（同じサービス内容であれば対等）。

�国・地方の事例：旅券発行、失業者就労支
援、清掃・廃棄物処理等。
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豪州における公共職業紹介所の改革

�９０年代に 公共職業紹介所の独占的職業
紹介の非効率性が社会問題化。

�９６年職業紹介について民間と公共団体の
同一条件下での競争が提言。

�９７年公共職業紹介所（CES）の業務の民間
への一般競争入札を決定。

�「連邦サービス機関法」により、失業給付と
社会保障業務を行う独立行政法人が設置。

�９８年公共職業紹介所を廃止、政府出資の
株式会社に再編。 一般競争入札の実行。
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「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針（骨太の方針）2004」

�官でなければできない業務の範囲を明確に
するための「市場化テスト」や、民間開放に関
する数値目標の設定など、民間開放推進の
ための制度を早期に導入。

�平成16年度中に制度設計を行うとともに、平
成17年度の試行的導入に向けた検討。

�「市場化テストの導入についての調査・研究
を行なう（規制改革・民間開放推進３ヵ年計画
2004年3月）」の前倒し。
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市場化テスト導入のための課題

�国の執行部門、外局、地方部局、独立行政法
人、特殊法人等、幅広い対象事業の設定。

�対象となる官業の直接・間接のコスト、事業の
運営全般に関する包括的な情報開示。

�民間提案等の活用とトップダウンの意思決定。

�民間事業を阻害する諸規制の緩和や官民間
の競争条件の均一化等、法的枠組みの形成。

�官民競争条件を確保するための手続き透明
化・事後評価制度・監視機能の整備。
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各 府 省 等 ( 独 立 行
政法人・特殊法人)
は、 毎 年 、 民 間 開
放 可 能 な 「 特 定 事
業」を選定し、リスト
を公表。

各 府 省 等 ( 独 立 行
政法人・特殊法人)
は、 毎 年 、 民 間 開
放 可 能 な 「 特 定 事
業」を選定し、リスト
を公表。

各 府 省 等 は 、 特 定
事業のコスト（実績）
等を競争監視機関（
内閣）に提出。競争
監視機関（内閣）は
、予定価格等の「評
価基準」を設定。

各 府 省 等 は 、 特 定
事業のコスト（実績）
等を競争監視機関（
内閣）に提出。競争
監視機関（内閣）は
、予定価格等の「評
価基準」を設定。

各 府 省 等 は 、 競 争
監視機関（内閣）の
了 解 を 得 て 、「入札
条件」を提示。官民
競 争 に よ る 入 札 実
施。

各 府 省 等 は 、 競 争
監視機関（内閣）の
了 解 を 得 て 、「入札
条件」を提示。官民
競 争 に よ る 入 札 実
施。

各 府 省 等 は 、 競 争
監視機関（内閣）の
策定した「評価基準
」を開示し、落札者
を決定。

各 府 省 等 は 、 競 争
監視機関（内閣）の
策定した「評価基準
」を開示し、落札者
を決定。

民 が 落 札：
一 定 期 間 後 の 再 入
札 の 実 施 を 条 件 に
契 約 。 官 か ら 民 に
譲渡・委託等。官の
職 員 の 配 置 転 換 ・
民間出向等。

民 が 落 札：
一 定 期 間 後 の 再 入
札 の 実 施 を 条 件 に
契 約 。 官 か ら 民 に
譲渡・委託等。官の
職 員 の 配 置 転 換 ・
民間出向等。

官 が 落 札：
一 定 期 間 後 の 再 入
札 の 実 施 を 条 件 に
契約。（従前よりも
、 価 格 と 質 の 遵 守
を徹底）

官 が 落 札：
一 定 期 間 後 の 再 入
札 の 実 施 を 条 件 に
契約。（従前よりも
、 価 格 と 質 の 遵 守
を徹底）

各 府 省 等 は 、 毎 年
、 民 間 の 提 案 に よ
り「特定事業」の追
加、リストの更新。

「特定事業」の範囲
が 民 間 の 提 案 を 満
た さ な い 場 合 、 競
争監視機関（内閣）
が評価・判定。

「評価基準」は、官民
間 の 競 争 条 件 の 公 平
性 に 十 分 配 慮 。 ま た
、価格のみならず、サ
ー ビ ス の 質 も 基 準 と
する。

競争監視機関（内閣
）は、「入札条件」が
官に有利にならない
ようチェック。入札の
範囲や条件を調整。

競 争 監 視 機 関 （ 内
閣）は、契約のモニ
タリング、監 査 等 を
定期的に実施。

市場化テスト（官民競争入札制度）の実施プロセス（イメージ）

参考

※具体的な制度設計の内容は今後検討

【　対象事業の決定　】 　【官民競争条件の平準化】　 【 官民競争入札の実施 】 【結果評価・落札者決定】
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今後の具体的なスケジュール

�2004年度は、「市場化テスト」のガイドライン
の策定、官民間競争条件の監視機能、各省
のモデル事業の選定等。

・2005年度は、上記のモデル事業への試行的
導入とその評価基準の策定。

・2006年度は、制度の全面的な導入と民間開
放の比率について長期的数値目標設定。

　※国が率先垂範し、地方自治体の事業につ
いては、制度的阻害要因の改革など、環境
整備を図る。


